
 

会 議 録 

会議の名称 令和３年度第１回つくば市都市計画審議会 

開催日時 令和３年７月１日 開会 10：00 閉会 11：30 

開催場所 つくば市役所２階 会議室 201 

事務局（担当課） 都市計画部都市計画課 

 

出 

席 

者 

 

委員 

大村謙二郎、飯野和男、中島俊光、生田目美紀、野中勝利、

福与徳文、雨宮護、大澤貴子、久保谷孝夫、長塚俊宏、岩坂

博、大石直人、沼尻正則、飯塚厚子 

その他  

事務局 

都市計画部（中根部長、大里次長兼都市計画課長） 

都市計画課（中島課長補佐、殿岡課長補佐、中島係長、 

酒井主任、横田主事） 

公開・非公開の別 □公開 □非公開 ■一部公開 傍聴者数 １名 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市情報公開条例第５条第４項の規定による不開示情

報を含むため。 

議題 

３都計諮問第１号 

研究学園都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針の変更について 

会議録署名人 雨宮護、野中勝利 確定年月日 令和３年８月 13日 



 

 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 議事（議事進行は会長） 

(1) 審議 

(2) 報告 

５ その他 

６ 閉会 

 

審議内容 

〔事務局説明〕 

 

会長 

  ありがとうございました。 

  この研究学園都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は通常、都市計画

区域マスタープランと呼ばれ、茨城県の都計審で決定されるものですが、該

当する箇所の市町村に対して決定前に意見を求める流れになっています。当

初、原案が作成されてからつくば市と茨城県の間でやりとりを行い、その過

程でつくば市の考え方が反映され、現在の案へと調整したと思っております。

今の事務局の説明について何か御質問や御意見などがございましたらお受け

したいと思います。いかがですか。 

委員 

  この新旧対照表を見ると、区域区分の設定は、面積が変わらないので変更

しない、ということかどうかがまず１点目の確認です。それから、都市計画

法が改正され、災害に対しての記載を強化するようになったと思います。今



 

回の変更で、市街化調整区域での開発許可や立地適正化計画との絡みについ

てどのように反映されているのかの２点を確認させてください。 

会長 

  お願いいたします。 

事務局 

  まず１点目の区域区分の変更がなかったかどうかという点については、お

っしゃるとおりで、都市計画区域自体の変更もありませんし、市街化区域と

市街化調整区域の区域区分も変更はありませんでした。 

続いて２点目の災害に対する視点については、新旧対照表の 12ページ「⑤

市街化調整区域の土地利用の方針 d 秩序ある都市的土地利用の実現に関

する方針」をご覧ください。地区計画制度などについての記載は以前からあ

りましたが、ハザードエリアの状況を勘案するため「現状の土地利用の状況

や災害ハザードエリアの指定状況等を踏まえながら検討を行う」という記載

が、今回の変更で加えられています。 

それから立地適正化計画に関しては、同じく新旧対照表の 10ページ「④市

街地において特に配慮すべき土地利用の方針 d 持続可能な都市づくりに

関する方針」をご覧ください。立地適正化計画を意識して「健康で快適な生

活や持続可能な都市経営を確保するため、福祉・医療・商業などの生活に必

要な都市機能を集約する区域や、公共交通の整備状況、災害ハザードエリア

の指定状況などを踏まえた居住を誘導する区域の設定について検討を行う。」

という記載が追加されています。 

会長 

  何か御意見ありますか。 

委員 

区域マスタープランの記載はこのレベルかと思います。この区域マスター

プランに書き込むことではないと思いますが、結局このハザードエリアが具



 

体的にどこまで入るのか、本当に指定されうるのか、といったところは結構

大切なことではないかという感想を持ちました。ありがとうございました。 

会長 

 どうぞ。 

委員 

今の立地適正化計画に関連した質問です。「居住を誘導する区域の設定に

ついて検討を行う」という記載がありますが、これにつきまして、法的な強

制力がないと理解しています。その中で、実効性がどの程度あるのかをお伺

いしたいです。また、同じく「d 持続可能な都市づくりに関する方針」の１

行目に「健康で快適な生活や持続可能な都市経営を確保する」という文言が

ありますが、この「都市経営」が一体どういうことを指すのかを教えていた

だけたらと思います。 

事務局 

では順番に１点目から回答いたします。立地適正化計画は届出制度により

運用をしているもののため、おっしゃるとおり強制力はありません。しかし、

届出により住宅開発や都市機能の立地動向を把握することができるため、届

出の際に区域設定の説明をするなど、緩やかに理解を深めていただくような

取組ができると考えております。 

それから２点目の、持続可能な都市経営につきましては、市街地が拡散し

てしまうと、都市の重要なインフラである道路や下水道への負担が大きくな

るため、そういった意味で都市経営を確保する、と記載しています。 

委員 

 ありがとうございます。 

会長 

よろしいですか。他には御意見いかがですか。 

これは私の感想ですが、事務局の冒頭の説明にもあったように、この都市



 

計画マスタープランは平成 12年の法改正以降、新たに策定することになりま

したが、市町村の都市計画マスタープランはそれより少し早く先行していま

した。この区域マスタープランは県という広域自治体の立場で設定するもの

であり、ねじれ現象のようなものが起きていると思います。つくば市の場合

は、行政区域が１都市計画区域になっているため、区域マスタープランのエ

リアと市の都市計画マスタープランのエリアが全く一致しています。そのた

め、広域自治体としての県の立場と、基礎自治体としての市の立場との役割

分担が分かりにくい。つくば市はよく「グレーターつくば」などと呼ばれ、

周辺市町村との関係の強化などいろいろな問題があるため、県にはもう少し

広域的に考えて欲しいです。本当はつくば市が周辺市町村との関係をどうい

うふうに考えていくのか、つまり、つくばエクスプレスがあることから、県

の総合計画で記載した「TXつくばスタイルゾーン」のように広域的な連携、

近年の事例で言えば、常総市で災害が起きたときに、つくば市が避難者を受

け入れたように広域防災の拠点としてのつくば市の役割といった、広域的に

考えなければいけない課題がすごく増えてきています。 

それを本当は区域マスタープランで記載すべきことではないかと思いま

す。本当は僕が県の区域マスタープランの考え方に対してパブリックコメン

トを出せばよかったのかとも思います。別に今日の御説明に異論があるわけ

ではないです。市が既につくった市域全域にわたる都市計画マスタープラン

と、同じエリアに県がつくる区域マスタープランとで、どこに違いを見出す

のか、なかなか難しい側面があるのではないかと判断しております。他に何

かありますか。 

はい、どうぞ。 

委員 

 １つ意味を確認させていただきたいと思います。新旧対照表の 10ページ「b 

用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針」の真ん中辺りに「駅前



 

など中心市街地においては」という記載があります。この言葉から、駅があ

るところが中心市街地と捉えてよいのでしょうか。 

会長 

 お願いいたします。 

事務局 

つくば市の場合、中心市街地はつくば駅周辺と考えております。この記載

の仕方は他の駅前も意識しており、ぼんやりとしていますが、この研究学園

都市計画区域で考える中心市街地はやはりつくば駅周辺とお考えいただきた

いと思います。 

委員 

 ありがとうございました。この文を読んだ時、つくば市には４駅あるので、

４駅が中心市街地という捉え方をするのかと思ってしまいました。また例え

ば桜が元々中心市街地であるなど、地域によって各々の認識があると思いま

す。この中心という意味が、読んだ人によっていろいろな捉え方をされる可

能性があると思ったため、質問しました。 

会長 

 他にはいかがでございますか。どうぞ。 

委員 

 ただいま委員から質問があった部分について、「駅前」の前につくばを入れ

ることはお考えの中にありますか。 

会長 

文言を「つくば駅前」にしたほうがいいのではないかという御提案ですか。 

委員 

 つくば市には４つの駅があるため、誤解よりも、どの駅を中心市街地と示

しているのかが明確ではないという話だと思います。「つくば駅前」などとい

うような文言に修正しても良いのではないかと感じました。 



 

事務局 

 では分かりやすさのために、そういった記載方法もあるのではないか、と

県と調整をしてみます。 

会長 

 ありがとうございました。他には何かありますか。今御指摘があったよう

に、私も「つくば駅前」の方が分かりやすい気もしますので、県と調整して

いただければと思います。他には何か御意見ございますか。どうぞ、お願い

いたします。 

委員 

 新旧対照表の２ページ「２）都市づくりの基本理念」の丸２つ目に、「人口

減少下においても持続可能」と記載されていますが、他の箇所を見ると、つ

くば市ではまだ人口が増えていて、開発を抑制するという考え方をしている。

基本的認識として、人口がこれから減少していくのでそれに備えるための計

画なのか、それとも、まだ人口が増えるので開発を制御するための計画なの

か、スタンスはどちらでしょうか。 

会長 

  お願いいたします。 

事務局 

 この２つ目の丸の部分については以前から記載があり、今は人口が増加し

ているつくば市ではありますが、その先、減少に転じた後でも、持続的な都

市づくりができるよう、今後を見据えて書かれているものかと思います。 

委員 

 お話しいただいたスライドの 11ページを見ると、人口がこれからも増える

ことで開発需要が高まり無秩序な市街地が拡散してしまうおそれから、都市

機能の集約を図るという説明がされています。一方、この基本理念を見ると、

人口減少に備えるために集約化を図ると書かれているため、基本的な状況認



 

識がどちらなのか、混乱を招くような表現は避けたほうがいいのかなと思い

ました。 

会長 

 今の御意見についていかがですか。 

事務局 

 方針として、現時点で人口増加が続いている中で、無秩序な拡散を制御す

る必要があるという認識もありますし、しかし同時に、増加している人口は

いつか減少に転じるため、その先も見据えた都市づくりを進める、という点

では特に矛盾していないと考えております。両方の時点を踏まえて都市づく

りを進める方針である、と御理解いただければと思います。 

委員 

 はい、分かりました。ありがとうございます。 

会長 

 目標年次がおおむね 20年後と結構先のため、その時点で人口が減少しても

対応できるようにしたいということだろうと思います。他にいかがでござい

ますか。文言として先ほどの駅前について県と調整を図っていただきたいと

いうこと以外で何かありますか。この原案について、皆様方から特に異議が

ないということであれば、今日出た意見を踏まえた県との調整を事務局の方

に一任したいと思います。それでは、都市計画区域マスタープランについて、

市の意見は異議なしでよろしゅうございますね。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

会長 

  異議なしと認め、原案のとおり決定いたします。ありがとうございました。 

 

原案のとおり可決 

 
 



令和３年度第１回つくば市都市計画審議会次第 

 

                 日 時  令和３年(2021 年)７月１日（木） 

                     午前 10 時～ 

                場 所  つくば市役所 会議室２０１ 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 議  事 

 (1) 審議事項 

   研究学園都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について 

 

(2) 報告事項 

① つくばエクスプレス沿線開発地域等の土地利用状況について 

② その他 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 

 

 



３都計諮問第１号 

 

 

つくば市都市計画審議会  

 

 

 研究学園都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のとおり変更し

たいので、つくば市都市計画審議会条例（昭和 63 年条例第 120 号）の規定により付

議します。 

 

 

   令和３年（2021 年）７月１日 

 

 

                      つくば市長 五 十 嵐 立 青     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「研究学園都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（都市計画区域マスタープラン）の変更案の概要 

 

 

改正の概要 

第８回都市計画定期見直し（５年ごとに実

施）に伴い、平成 30 年 11 月に改訂された茨城

県総合計画との整合を図るとともに、文言等の修正

を行う。 

 

１ 都市計画区域マスタープランとは 

都市計画区域マスタープランは、一市町村を超

える広域的な観点から、都市計画の基本的方針

を定めるもの。中長期的な視点に立って都市の将

来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋

を明らかにする目的で策定する。つくば市は「研究

学園都市計画区域」に指定されている（市全体

が単独都市計画区域）。 

つくば市で定められる都市計画は、研究学園都

市計画区域マスタープランに即して定められている。 

 

２ スケジュール（予定） 

令和３年（2021 年）１月21 日 茨城県都市計画公聴会 
公述申出がなかったため、公聴会

の開催中止 

令和３年（2021 年）３月25 日 
市都市計画審議会 

（事前報告） 
 

令和３年（2021 年）５月 17 日

～31 日 
案の縦覧 意見書の提出なし 

令和３年（2021 年）７月１日 
市都市計画審議会（諮問） 

市から県への意見回答 
 

令和３年（2021 年）７月中旬 茨城県都市計画審議会  

令和３年（2021 年）９月 決定告示  

 
 



 

３ 都市計画区域マスタープランの主な改定内容 
 
１ 都市計画の目標  
(1) 平成 30 年 11 月に策定された「茨城県総合計画」での位置づけ（目指す将来像や地

域づくりの視点）を反映 

ＴＸつくばスタイルゾーンは、ロボットやナノテクなどを中心とした世界最先端の研究開発拠点

から新事業・新産業を創出するとともに、科学技術が日常生活に溶け込んだ快適な都市空間

を形成します。（p.2） 
 
(2) 茨城県総合計画や関東東北豪雨等の過去の災害を踏まえ、災害に関する視点を強化 

東日本大震災や平成 27 年９月関東・東北豪雨、令和元年東日本台風をはじめとする

過去の経験を教訓とし、活発な地域防災活動や住民を守るライフラインの整備を進めるなど、 

災害に強い強靭な都市を目指す。（p.2） 
 
 
２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

都市計画基礎調査や市町村の意向を踏まえ、都市計画の見直しガイドラインに基づき区域

区分の有無を判断 

研究学園都市計画区域では、ＴＸ沿線開発や圏央道の効果により人口・世帯数の増加

傾向が続いており、開発需要の高まりによる無秩序な市街地の拡散を制御する必要がある。 

→さらなる都市機能の集約を図り、コンパクトな都市づくりを進めるため、 継続して区域区分を

定める。（p.5 抜粋） 
 
 
３ 主要な都市計画の決定の方針 
① 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 
 
(1) 広域的な交通ネットワークの整備効果を活かした、新たな工業、流通、商業等の産業機

能の集積に向けた視点を強化 

インターチェンジ周辺等については、広域的な交通ネットワークの整備効果をいかし、地域経済

を牽引する産業集積を進めるため、産業用地の開発を検討する。（p.7） 

 

(2) 茨城県総合計画を踏まえ、 「集約と連携」の視点を強化 

健康で快適な生活や持続可能な都市経営を確保するため、福祉・医療・商業などの生活

に必要な都市機能を集約する区域や、公共交通の整備状況、災害ハザードエリアの指定状

況などを踏まえて居住を誘導する区域の設定について検討を行う。（p.10） 

 

(3) 茨城県総合計画や関東東北豪雨等の災害の発生を踏まえ、災害に関する視点を強化 

東日本大震災や平成 27 年９月関東・東北豪雨、令和元年東日本台風をはじめとする

過去の経験を教訓とするとともに、災害による被害を最小化する「減災」を基本に、災害への備

えや地域防災力の強化を図る。（p.13） 

 

４ その他（各部分） 
市の事業の進捗等を踏まえた情報の更新等 

・第四次産業革命を先行的に体現する最先端都市として、スーパーシティ、スマートシティ等の

取組が進められている。（p.1） 
 
・地域が主体的に取り組むまちづくりに係る事業のサポートを通じて、 誰もがいきいきと暮らせる

まちづくりを図る。（p.4） 



 

 

 

 

研究学園都市計画 

（つくば市） 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨 城 県 
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研究学園 1 

１．都市計画の目標 

１）都市計画区域の名称及び範囲 

名 称 ： 研究学園都市計画区域 

範 囲 ： つくば市の全域 

 

２）都市づくりの基本理念 

本区域は、県の南部、東京都心から北東に約 50km圏内に位置し、首都圏整備法に

基づく都市開発区域に指定されている。 

昭和 40年代から筑波研究学園都市建設法に基づき、科学技術の振興や首都圏の過

密緩和などを目的とし、均衡のとれた田園都市として計画的な整備が進められ、現

在では、国道 125号、354号、408号、常磐自動車道、つくばエクスプレスなどに加

え、首都圏中央連絡自動車道の整備の進展や東京圏の外延的な拡大によって、人口

や産業などの集積が進んできた。中心部の研究学園地区には、国及び国立研究開発

法人等の研究・教育機関や民間の研究所などが多数集積し、わが国を代表する世界

的な科学技術研究開発拠点が形成されるとともに、つくば国際会議場において多く

の国際会議が開催されるなど国際化も進展している。また、平成 23年にはつくば国

際戦略総合特区の指定を受け、産業・機能の集積拠点の形成を図るとともに、環境

モデル都市として、低炭素まちづくりの取組を進めてきた。さらに、第四次産業革

命を先行的に体現する最先端都市として、スーパーシティ、スマートシティ等の取

組が進められている。 

一方、周辺開発地区においては、既存集落の生活環境の充実や農業の振興などが

図られている。 

また、北部には筑波山を擁し、その山麓から南側に広がる台地上にまとまった平

地林などの自然が残されているほか、小貝川、桜川などの水辺の緑地や台地と低地

の間に連なる斜面林など、豊かな自然環境に恵まれており、都市化の進展によるこ

れらの自然環境への影響が懸念されるところである。 

今後は、本地域を含む県南地域は、世界有数の科学技術の集積や霞ヶ浦・利根川

などの豊かな水源、縦横に走る鉄道や高速道路などの交通インフラのもと、活力あ

る産業と豊かな自然が共生する潤いのある都市空間を形成することが必要である。 

また、本県が目指す「集約と連携」の視点に基づいた将来都市構造を実現するた

めには、都市機能の集約化と経済や産業の活性化、地域の個性ある発展と相互連携

の強化、連携と交流を支えるネットワークの構築、自然環境の保全と共生などによ

る都市づくりが求められている。 

さらに、東日本大震災や平成 27年９月関東・東北豪雨、令和元年東日本台風など

の災害から得られた教訓を踏まえ、自然災害に対する安全性を高めるなど、災害に

強い安心・安全な都市づくりが必要である。 

これらを踏まえて、本区域は、次のとおり都市づくりを進める。 

 

 



研究学園 2 

〇ＴＸつくばスタイルゾーン※として、ロボットやナノテクなどを中心とした世界

最先端の研究開発拠点から新事業・新産業を創出するとともに、科学技術が日常

生活に溶け込んだ快適な都市空間の形成を目指す。 

 

※茨城県総合計画で設定した 5地域と 11のゾーン 

 

〇 福祉・医療・商業などの生活に必要な都市機能の集約と地域間の連携（コンパ

クト＋ネットワーク）を図ることにより、人口減少下においても持続可能な都市

づくりを進める。 

〇 東日本大震災や平成 27年９月関東・東北豪雨、令和元年東日本台風をはじめと

する過去の経験を教訓とし、活発な地域防災活動や住民を守るライフラインの整

備を進めるなど、災害に強い強靭な都市を目指す。 
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３）地域ごとの市街地像 

本区域における地域ごとの市街地像は次のとおりである。 

 

① 研究学園市街地地域 

本地域の持つ最先端の科学技術情報、研究開発力、研究開発ポテンシャルや最先

端研究インフラ等の研究開発機能の集積をいかして、研究交流機能を充実させ、研

究開発成果の産業化を図るなど、グローバルイノベーションを創出する科学技術中

枢拠点都市の実現を目指す。 

また、本地域は、東京への一極集中の是正を目的とした土浦・つくば・牛久業務

核都市における業務施設集積地区に位置付けられており、交通結節機能、実証実験

機能、ロボット技術等の新産業創出機能、環境配慮型の研究開発機能や業務機能の

一層の充実を図り、国際交流機能をはじめ商業・教育・文化機能、スーパーシティ

やスマートシティを見据えた高度な情報通信機能等の集積を高めることにより都市

機能の集約を図るとともに、国家公務員宿舎等の跡地における新たな都市機能の導

入など、中心市街地の都市再生の実現を目指す。 

あわせて、周辺の自然環境との調和した良好な居住環境を確保して、職住が近接

した利便性の高い住宅地の形成を図る。 

 

② つくばエクスプレス沿線市街地地域 

つくばエクスプレス沿線の計画的な開発地区である葛城地区、島名・福田坪地区、

萱丸地区、上河原崎・中西地区、中根・金田台地区においては、つくばエクスプレ

スの整備効果をいかし、高度な都市インフラを備え、職・住・遊・学などの複合的

機能を有する新たな市街地の形成を図る。 

葛城地区は、つくばエクスプレス研究学園駅が整備され、つくば市の更なる発展

に向けた商業機能、行政機能、実証実験機能、ロボット技術等の新産業創出機能、

環境配慮型の研究開発機能、スーパーシティやスマートシティを見据えた高度な情

報通信機能など、研究学園市街地地域の都心地区とともに新たなつくばの広域活性

化拠点として、高度な都市機能の整備・誘導を図る。また、職住の近接及び田園環

境との共生という、新しい田園都市型のライフスタイルを提供する場として、つく

ば市内外からの住み替え需要に対応した市街地形成を図る。 

島名・福田坪地区においては、つくばエクスプレス万博記念公園駅が整備され、

職住近接型で豊かな自然環境をいかした良好な住宅の供給と日常サービス機能を提

供するとともに、商業・業務機能、研究・教育機能の整備・誘導を図る。 

萱丸地区においては、つくばエクスプレスみどりの駅が整備されるとともに、谷

田部地区が隣接しており、また、地区を取り巻くように既存集落とも接しているこ

とから、地区住民及び既存集落等に対する日常サービス機能や交流機能の整備・誘

導を図る。 
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上河原崎・中西地区においては、つくばエクスプレス万博記念公園駅に近接し、

（仮称）つくばスマートインターチェンジや広域的な南北幹線道路（県道つくば真

岡線）と東西幹線道路（県道土浦坂東線）の結節点を中心に新たに形成される市街

地であることから、沿道利用型のサービス産業等の誘致を図るとともに、田園風景

と調和した住宅地の形成を目指す。 

中根・金田台地区においては、緑地と農地が一体となった「緑住農一体型住宅」

など郊外居住のモデル的な取組を進め、良好な住宅地などの整備と宅地供給を図る。

また、国指定史跡金田官衙遺跡の保全・活用を推進し、この遺跡と調和がとれた緑

豊かなまちづくりを目指す。 

 

③ 周辺市街地地域 

合併前の旧町村において中心的な役割を果たしてきた北条地区、小田地区、大曽

根地区、吉沼地区、上郷地区、栄地区、谷田部地区及び高見原地区においては、つ

くばエクスプレスや首都圏中央連絡自動車道等への交通アクセスの良さをいかしつ

つ、城跡や神社・仏閣などの歴史的資源、長屋門や屋敷林などの集落景観、周辺に

広がる緑豊かな自然環境や田園環境などの地域資源をいかすとともに、地域が主体

的に取り組むまちづくりに係る事業のサポートを通じて、誰もがいきいきと暮らせ

るまちづくりを図る。 

 

④ 研究・工業系市街地地域 

上大島工業団地、東光台研究団地、つくばみどりの工業団地、筑波北部工業団地、

筑波西部工業団地、つくばリサーチパーク羽成、つくばテクノパーク豊里、つくば

テクノパーク大穂、つくばテクノパーク桜の各工業団地においては、つくばエクス

プレス及び首都圏中央連絡自動車道等の整備効果をいかし利便性の高い産業拠点の

形成を図る。また、本区域に集積された研究開発機能等をいかすとともに、つくば

国際戦略総合特区の指定を踏まえ、つくばの知の集積をいかしたナノテクノロジー

やロボット技術を始めとした最先端の新産業の集積を一層進め、首都圏の発展の一

翼を担う産業拠点の形成を図る。 

 

⑤ 市街化調整区域地区計画地域 

市街化調整区域において地区計画を定めているつくば豊里の杜地区、稲岡地区、

北条中台地区においては、周辺の自然的土地利用や農村集落などと調和する計画的

な土地利用を図る。 
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２．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

１）区域区分の決定の有無 

本都市計画に区域区分を定める。 

なお、区域区分を定めるとした根拠は、次のとおりである。 

 

① 経緯 

本区域は、首都圏整備法に基づく都市開発区域にあって、昭和 48年に区域区分を

定め、区域における市街化圧力を適切に制御し、計画的な土地利用を進めてきたと

ころである。 

 

② 判断理由 

良好な環境を有する市街地の形成については、公共投資を集約し、効率的・効果

的な都市基盤施設の整備を行う必要がある。 

また、本区域においては、人口の社会増や世帯数の増加傾向が続いており、昼間

人口が多く就業による人口流入が多いほか、首都圏中央連絡自動車道などの整備に

より、開発需要が高まることによる市街地拡散を適正に制御する必要があり、特に

つくばエクスプレス沿線開発地区周辺においては、無秩序な市街地の拡散を制御す

る必要がある。 

さらに、農地転用率が高い傾向にあるため、現行制度を維持し、計画的な土地利

用規制により農地や緑地を保全する必要がある。 

なお、小売年間販売額は長期的に増加の傾向にあり、製造品出荷額についても増

加に転じていることから、区域区分を定めていることによる都市の活力に対するマ

イナスの影響は見られない。 

これらのことを踏まえると、研究学園都市として研究・学術、教育、先端産業な

どさまざまな都市機能の集積を図ってきた本区域においては、つくばエクスプレス

沿線開発や首都圏中央連絡自動車道の効果を踏まえながら、市街化圧力を適切に制

御し、計画的な都市基盤施設の整備を図りながら、さらなる、都市機能の集約を図

り、コンパクトな都市づくりを進めるため、継続して区域区分を定める必要がある。 
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２）区域区分の方針 

① おおむねの人口 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。 

 平成 27年 

（基準年） 

令和 7年 

（基準年の 10年後） 

都市計画区域内人口 227.0千人 おおむね 234.4千人 

市街化区域内人口 126.9千人 おおむね 138.2千人 

※市街化区域内人口は、県南広域都市計画圏における保留人口は含まないものとする 

 

② 産業の規模 

本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定する。 

年 次 

区 分 

平成 27年 

（基準年） 

令和 7年 

（基準年の 10年後） 

生産規模 
工業出荷額 3,372億円 4,185億円 

卸小売販売額 7,272億円 8,562億円 

就業構造 就業人口 

第 1次産業 3.1千人 

105.3千人 
第 2次産業 20.4千人 

第 3次産業 74.7千人 

合計 104.7千人 

※就業人口の合計は分類不能を含む 

 

③ 市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 

本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向を勘案

し、平成 27年時点で市街化している区域及び当該区域に隣接しおおむね 10年以内

に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化

区域のおおむねの規模を次のとおり想定する。 

年  次 
平成 27年 

（基準年） 

令和 7年 

（基準年の 10年後） 

市街化区域面積 5,347ha おおむね 5,347ha 
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 ３．主要な都市計画の決定の方針 

１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置方針 

ａ 商業・業務地 

研究学園市街地地域の都心地区や竹園地区、並木地区、二の宮地区、春日地区、

松代地区、つくばエクスプレス沿線市街地地域の各駅周辺や幹線道路の沿道、周辺

市街地地域の各地区内等に商業・業務地を配置する。 

このうち、研究学園市街地地域の都心地区においては、商業・業務施設が集積し

ているが、引き続き魅力的な商業・業務機能の誘導に努めるとともに、つくばエク

スプレスによる波及効果をいかし、つくば駅前の交通結節機能の充実による持続可

能なまちづくりを図る。また、広域を対象とした商業・業務、文化、娯楽などの高

次都市機能の更新や集約を進め、本区域の中心となる都市拠点の形成を図る。 

また、つくばエクスプレス沿線市街地地域のうち葛城地区においては、行政機能

に加え、研究学園駅周辺に広域を対象とした商業・業務など複合的な都市機能の集

積を高めて、研究学園市街地地域の都心地区とともに、本区域の新たな広域活性化

拠点の形成を図る。 

その他の商業・業務地においては、広域及び地域を対象とした商業・業務機能の

整備・充実を図る。 

 

ｂ 工業地 

計画的な整備を図る工業地として、上大島工業団地、東光台研究団地、つくばみ

どりの工業団地、筑波北部工業団地、筑波西部工業団地、つくばリサーチパーク羽

成、つくばテクノパーク豊里、つくばテクノパーク大穂、つくばテクノパーク桜を

配置する。 

これらの工業団地においては、先端産業が集積する本区域の産業拠点として生産

機能や研究開発機能の整備・充実を図る。 

また、常磐自動車道及び圏央道のインターチェンジ周辺等については、広域的な

交通ネットワークの整備効果をいかし、地域経済を牽引する産業集積を進めるため、

産業用地の開発を検討する。 
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ｃ 住宅地 

研究学園市街地地域において市街地開発事業等により整備された住宅地において

は、商業・業務系の土地利用との整合を図りつつ、生活利便性の高い居住環境の維

持に努める。国家公務員宿舎等跡地については、効果的な土地利用を図る。 

また、周辺市街地地域において土地区画整理事業等により整備された地区におい

ては、計画的な市街化を誘導することによって良好な居住環境の形成を図る。 

さらに、つくばエクスプレス沿線市街地地域においては、鉄道駅に近接する利便

性をいかし、多様な住宅需要に対応した良好な居住環境の形成を図る。 

その他、市街地開発事業等によって整備された地区以外の住宅地では、住宅や商

業などの土地利用が混在している地区が多く見られるが、居住機能と商業機能が良

好に共存した活力のある地区として環境の改善に努める。 

 

ｄ その他 

国や独立行政法人の研究・教育機関等が集積する研究学園市街地地域においては、

つくばエクスプレスや首都圏中央連絡自動車道の整備効果をいかし、研究開発機能

や教育機能などの一層の充実を図るとともに、周辺の自然と調和した良好な環境の

維持・向上を図る。 

 

② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

ａ 商業・業務地 

研究学園市街地地域の都心地区など、広域を対象とする商業・業務地においては、

建築物の高度利用等を進め、高密度な土地利用を図り、それ以外の商業・業務地で

は、周辺環境に配慮し、中密度の土地利用を図る。 

 

ｂ 工業地 

筑波北部工業団地や筑波西部工業団地などの各工業団地においては、周辺の環境

保全などに配慮し、緩衝緑地や十分なオープンスペースを確保しつつ、低密度の土

地利用を図る。 
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ｃ 住宅地 

新住宅市街地開発事業や土地区画整理事業等により計画的に整備された住宅地の

うち幹線道路の沿道などにおいては、中高層の集合住宅の立地が可能となる中密度

の土地利用を図り、それ以外の地区においては、一戸建ての住宅が主となる低密度

の土地利用を図る。 

また、その他の地域においては、既に良好な一戸建ての住宅地を形成している地

区を除き、中高層の集合住宅の立地が可能となる中密度の土地利用を図る。 

 

ｄ その他 

国及び独立行政法人の研究・教育機関等が集積している地区においては、周辺環

境との調和などに配慮しつつ、低密度の土地利用を図る。 

 

③ 市街地における住宅建設の方針 

市街地に残る農地や工場跡地などの低・未利用地のうち、住宅地として適した地

区については、土地区画整理事業や地区計画制度を活用し、道路や公園などの都市

施設の整備を計画的に進め、ゆとりある良好な居住環境の創出を図る。 

また、既に土地区画整理事業等が完了した地区においては、地区計画制度や建築

協定等の規制・誘導策を導入し、良好な居住環境の維持・保全に努める。 

中心市街地においては、商業・業務などの都市機能が集積した利便性をいかし、

周辺環境に配慮しながら、マンションなどの良質な集合住宅の供給を促進する。 

一方、スプロール的に形成された小規模開発地など、宅地が狭小で、道路・公園

などの都市施設の整備が不十分な地区においては、居住環境や防災の面などで問題

を抱えているため、都市施設の整備と併せて住宅の不燃化・耐震化を促進し、良好

な居住環境の形成を図る。 

公営住宅等については、「茨城県住生活基本計画」に基づき、既存ストックの適切

な維持保全及び更新・再編に努める。 

また、国家公務員宿舎跡地については、効果的な土地利用により中心市街地の都

市再生を図る。 

 

④ 市街地において特に配慮すべき土地利用の方針 

ａ 土地の高度利用に関する方針 

研究学園市街地、研究学園駅等のつくばエクスプレス沿線、公共交通の利便性が

高い地区においては、高齢者をはじめ、誰もが安全で快適に暮らせるコンパクトな

まちを目指すために高度利用を進め、様々な都市機能の複合化や集約化により商

業・業務地の活性化に努める。 
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ｂ 用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

工業施設と住宅等が混在する地区においては、適切な用途地域の見直しや特別用

途地区制度などの活用によって工業施設の再配置と集団化を図る。 

また、研究・教育機関等が集積する地区においては、研究開発機能の一層の充実

や向上を図るため、周辺の住宅地等の環境と調和を図りつつ、用途の複合化を図る。 

また、工業団地などにおいては、産業構造や都市構造の変化に柔軟に対応した土

地利用を図り、都市的未利用地の解消を図る。 

特別用途地区（文教地区）における未利用地については、周辺の環境に配慮しつ

つ、適切な都市機能の導入など柔軟な土地利用を図る。 

駅前など中心市街地においては、空き店舗や空き地等も活用しながら、住民ニー

ズに対応した土地利用の検討を行い都市活力の維持・創出に努める。また、国家公

務員宿舎跡地については、効果的な土地利用により中心市街地の都市再生を図る。 

商業・業務地等に用途転換を図る場合は、都市構造等に与える影響を広域的な範

囲において十分検証したうえで行うこととする。  

さらに、小中学校など公共施設の統廃合などにより発生する大規模な未利用地に

ついては、新たな土地利用の検討を行い、地域の活性化に努める。 

 

ｃ 居住環境の改善又は維持に関する方針 

老朽化した木造建物が密集する地区においては、建物の不燃化やオープンスペー

スの確保など総合的な環境整備を行うことによって良好な居住環境の形成を図る。 

都市基盤施設の老朽化が進む市街地においては、都市基盤施設の更新を行う。 

また、居住者の高齢化が進む市街地においては、高齢者の日常生活を支える都市

機能の導入を図るほか、空き家が増加している市街地においては、既存の住宅スト

ックの活用促進などを行うことにより、住み続けられる環境の維持に努める。 

さらに、空き家や空き地については、実情を踏まえ、除却や利活用などの対策を

進める。 

一方、工場等が混在している住宅地においては、地区計画制度や特別用途地区制

度などを活用し、居住環境の改善を図る。 

土地区画整理事業等によって住宅団地の開発が行われた地区においては、地区計

画制度等を活用し、良好な居住環境の維持を図る。 

 

ｄ 持続可能な都市づくりに関する方針 

健康で快適な生活や持続可能な都市経営を確保するため、福祉・医療・商業など

の生活に必要な都市機能を集約する区域や、公共交通の整備状況、災害ハザードエ

リアの指定状況などを踏まえた居住を誘導する区域の設定について検討を行う。 
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ｅ 市街地内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

市街地に残された平地林や斜面林等のまとまりのある緑については、緑地保全地

域制度等を活用して計画的に保全する。 

また、良好な自然的景観を形成している緑地などについては、風致地区制度等を

活用することによって都市における風致を維持し、潤いのある市街地の形成を図る。 

さらに、市街地内の農地については、農地が持つ優れた緑地機能が良好な都市環

境の形成に役立つことから、農地所有者の営農意向を踏まえながら、生産緑地地区

の指定や市民農園などへの活用等により保全を検討する。 

そのほか、緑地保全や都市緑化のための条例等の制定を促進するとともに、積極

的な住民参加を促すため、支援体制の確立を図る。 

なお、将来にわたり保全することが適当な緑地、農地等を相当規模含む土地の区

域については、用途地域の見直しや市街化調整区域への編入などについて検討を行

う。 

 

ｆ 良好な景観の保全及び創出に関する方針 

筑波山に代表される自然的景観との調和や眺望の確保に配慮しながら、中心市街

地のゆとりある緑豊かな市街地景観や、土地区画整理事業等によって一体的に整備

された新市街地における落ち着きのある市街地景観を創出する。 

また、宮本家住宅や旧矢中家住宅などの歴史的建築物が集積する街なみや、平沢

官衙遺跡や五角堂といった貴重な文化財による歴史・文化的景観、個性的な建築物・

工作物などと一体となった特徴的な景観など、地域特性に応じた美しい景観資源の

保全と創出を促進する。 

景観行政団体であるつくば市においては、「つくば市景観条例」や「つくば市景観

計画」に基づき、つくば市全域を景観計画区域とし、個性豊かな魅力あるまちの形

成を図る。  

 

⑤ 市街化調整区域の土地利用の方針 

ａ 優良な農地との健全な調和に関する方針 

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農用地区域として設定されてい

る集団的な優良農地や農業生産基盤整備事業を行った農地は、生産性の高い農業経

営を行う上で重要な役割を果たしている。 

また、農地は自然的な要素を有し、都市と農山村との連携・共生や地域の活性化

を進めるうえでの貴重な資源でもあることから、今後ともこれらの農地の保全に努

めるとともに、関係機関と連携しながら、耕作放棄地の適切な土地利用に努める。 

特に、桜川、谷田川、西谷田川、花室川などの流域に広がる水田や台地上に広が

る畑地等について積極的に保全し、都市と農村の健全な調和を図る。 
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ｂ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

小貝川や桜川など河川沿いの低地部等で水害発生の恐れのある地区や、がけ近接

地や危険渓流等で土砂災害の危険性の高い地区については特に市街化を抑制する。 

 

ｃ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

水郷筑波国定公園に指定されている筑波山一帯の樹林や、小貝川、桜川、谷田川、

西谷田川などの水辺の緑地や、台地上の平地林、台地と低地の間に連なる斜面林等

は、本区域における自然環境の骨格を形成していることから、今後ともこれらの保

全に努め、水と緑のネットワークを形成していく。 

 

ｄ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

地域の実情に応じて、既存集落の生活利便性の向上や活力の維持を図る必要があ

る区域については、地区計画制度の導入や一定の開発行為を容認する区域の指定に

ついて現状の土地利用の状況や災害ハザードエリアの指定状況等を勘案しながら検

討を行う。 

また、首都圏中央連絡自動車道のインターチェンジ周辺などにおいて計画的な都

市的土地利用を図る必要がある地域については、農林漁業との健全な調和を図りつ

つ、都市構造等に与える影響を広域的な範囲において十分検証したうえで、市街化

区域への編入や地区計画制度の活用等を検討する。 

既存の工場や流通業務施設等がまとまって存する地区や、公用・公共用施設等の

跡地においては、工場施設の機能向上等による産業振興や、跡地利用による地域の

維持活性化を図るため、地区計画制度の活用等を検討する。 

 

ｅ 良好な景観の保全及び創出に関する方針 

湖沼、河川などの水辺空間や斜面林、平地林などの緑地における潤いのある自然

的景観のほか、農地、集落、屋敷林、農林業施設などの伝統的な農村景観など、地

域特性に応じ、筑波山に代表される美しい景観資源の保全と創出を促進する。 

特に、「つくば市景観条例」や「つくば市景観計画」等に基づき、伝統的集落景観

や里山景観の保全、緑豊かで落ち着きのある街並みや、歴史的街並み等をいかした

景観形成を図る。 

また、寺社、保存林、小田城跡や大塚家住宅などの文化財をはじめとする、歴史

文化などの固有の資源をいかした魅力ある景観づくり、水辺景観、緑地などの自然

資源をいかした景観形成に努める。 
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⑥ 災害の防止に関する方針 

東日本大震災や平成 27年９月関東・東北豪雨、令和元年東日本台風をはじめとす

る過去の経験を教訓とするとともに、災害による被害を最小化する「減災」を基本

に、災害への備えや地域防災力の強化を図る。 

災害への備えとして、地域防災計画等に基づき防災拠点施設や学校施設、公共施

設、公園、緑地などの避難場所、避難路を確保し防災機能を体系的に配置する。 

大規模災害時において、早期に緊急輸送道路ネットワークの機能を確保するため、

緊急輸送道路の強化や代替路の整備などを進めるとともに、避難や救命・救援活動

のための行き止まり・狭隘道路の解消、建築物の不燃化・耐震化を促進する。 

また、防災拠点施設や避難場所、橋梁等の道路構造物や上・下水道施設の長寿命

化対策及び耐震化を推進する。 

さらに、市街地に隣接する河川や都市下水路の整備を促進し、外水・内水による

浸水被害の防止・軽減を図るほか、浸水被害や土砂災害、液状化等の地盤災害など

の発生の恐れがある地区については、必要な対策を講じるとともに、必要に応じて

災害リスクの低い地区への住宅や施設の移転を検討するなど、地形特性を踏まえた

安全な土地利用の誘導を図る。 

地域防災力の強化として、各種ハザードマップの活用や避難誘導看板の整備等に

より災害発生のおそれのある場所を周知し、住民の防災意識の向上に努める。 
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２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設 

ａ 基本方針 

ア 交通体系の整備の方針 

本区域においては、常磐自動車道や首都圏中央連絡自動車道、国道 6号、125号、

354号、408号などの広域幹線道路により広域交通ネットワークが形成されている。 

近年、人口・産業の集積に伴い、交通量は増加し、国道 125号や 354号などの幹

線道路では交通渋滞が慢性化している状況にある。 

今後、つくばエクスプレスや首都圏中央連絡自動車道の整備効果などによる都市

化の進展に伴い、一層の交通量増加が予想されることから、これらの交通量を円滑

に処理し、日常生活や産業活動の利便性、安全性を高めることが必要である。 

また、東日本大震災などの経験をいかし、災害に強いみちづくりの実現に向けた

取組を推進していくことが必要である。 

そのため、本区域においては、つくばエクスプレスや首都圏中央連絡自動車道を

中心とした格子状の幹線道路網の整備・充実により広域交通ネットワークを構築し、

都市間連携の強化を図る。また、大規模災害時において、早期に緊急輸送道路ネッ

トワークの機能を確保するため、緊急輸送道路の強化や代替路の整備などを進める。 

また、道路交通の混雑を緩和し都市環境の改善を図るため、つくばエクスプレス、

市街地間を連絡する路線バス、路線バスを補完するコミュニティバス、デマンド型

の交通手段など多様な公共交通機関を活用した積極的な利用を促すなど、総合的な

交通体系の構築を推進する。 

さらに、コンパクト＋ネットワークを推進するため、バスなどの公共交通機関と

連携するとともに、安全で人と環境にやさしい自転車・歩行者ネットワークの整備

やにぎわいのある歩行空間の形成を図るなど、誰もが安心して快適に外出や移動が

できる交通環境の充実や歩きたくなるまちなかの創出を図る。 

なお、長期にわたり未着手の都市計画道路については、交通ネットワーク、道路

整備上の課題や代替道路の有無などについて検証し必要な見直しを行う。 

 

イ 幹線街路網の整備水準の目標 

本県の市街地における幹線街路網の整備水準は、良好な市街地として望ましいと

される道路網密度3.5km/km2を踏まえて、令和17年度の整備目標を次のとおり定め、

地域の実情を踏まえつつ、この実現に向けて街路網の整備を図る。 

目標を定める指標 
平成 27年度 

（基準年） 
令和 17年度 

都市計画道路（幹線街路） 
整備密度 
（km/km2） 

全区域：1.5km/km2 

（本区域：1.8km/km2） 
全区域：2.0km/km2 

※都市計画道路（幹線街路）整備密度：（都市計画道路（幹線街路）整備延長）／（市街地面積） 

※全 区 域：ここでは、本県におけるすべての都市計画区域 
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ｂ 主要な施設の配置の方針 

1) 自動車専用道路 

本区域においては、東京から東北地方へ延びる常磐自動車道や、これと連結して

首都圏の環状の連絡機能を果たす首都圏中央連絡自動車道を配置する。 

 

2) 主要幹線街路 

自動車専用道路と連携し、本区域内外の都市拠点間を連絡する主要幹線街路とし

て、南北方向の国道 6号バイパス、国道 408号、県道つくば真岡線、取手つくば線、

都市計画道路学園東大通り線、学園西大通り線、東西方向の国道 125 号、国道 125

号バイパス、国道 354号バイパス、県道土浦坂東線、都市計画道路土浦学園線等を

配置する。 

また、国道 408号を北部に延伸する広域幹線道路の配置を検討する。 

 

3) 都市幹線街路 

主要幹線街路を補完し、区域内及び近隣の市街地を結ぶ都市幹線街路として県道

野田牛久線、都市計画道路小山・大井線、妻木金田線、上野花室線、新都市中央通

り線、萱丸東西線、谷田部花島線、酒丸上沢線、台町萱丸線等を配置する。 

 

4) 都市高速鉄道 

東京都心と本区域を連携し、沿線の諸都市との連絡を強化するつくばエクスプレ

スを配置する。 

 

5) その他 

つくばエクスプレスの各駅では、交通結節機能の充実を図るとともに、地域の拠

点との連携を図ることで、更なる利便性の向上を目指す。 

また、交通結節点となるつくばエクスプレスの各駅駅舎や駅周辺において、交通

施設等のバリアフリー化を図るとともに、分かりやすいサインの整備や総合的なイ

ンフォメーションの設置など、ユニバーサルデザインに配慮した整備を図る。 

広域的な観光・レクリエーション機能を担うため、自転車道としてつくば霞ヶ浦

りんりんロード（県道桜川土浦潮来自転車道線）を配置する。 
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 ｃ 主要な施設の整備目標 

現在、整備中又はおおむね 10年以内に整備に着手することを予定する主要な施設

（都市計画施設）は、次のとおりとする。 

交通施設名 路線・施設名 

自動車専用道路 1･3･ 2 首都圏中央連絡自動車道線（首都圏中央連絡自動車道） 

主要幹線街路 

3･2･29 牛久・土浦線（国道 6号バイパス） 

3･3･33 寺具・北条線（国道 125号バイパス） 

3･2･34 真瀬今鹿島線（県道つくば真岡線バイパス） 

3･2･36 真瀬大角豆線（国道 354号バイパス） 

3･2･37 西平塚高野線（県道土浦境線） 

都市幹線街路 

3･4･30 天宝喜・茎崎線（県道野田牛久線） 

3･4･32 小山・大井線 

3･2･38 妻木金田線 

3･3･39 上野花室線 

3･2･40 新都市中央通り線 

3･3･41 萱丸東西線 

3･4･45 谷田部花島線（国道 354号） 

3･4･66 台町萱丸線 

3･4･70 酒丸上沢線 

 

② 下水道及び河川 

ａ 基本方針 

ア 下水道及び河川の整備の方針 

1) 下水道 

下水道の計画については、合併処理浄化槽などを含めた汚水処理施設を、それぞ

れの特性や地域の実情に応じて適切に配置することにより、汚水処理の早期概成を

推進する。また、人口減少に伴う使用料収入や職員数の減少、既存施設の大量更新

期の到来などに備え、持続可能な事業運営を推進する。 

下水道の整備については、汚水処理の早期概成を目指して、人口や産業の集積状

況などから優先順位をつけ整備を推進するとともに、計画的な点検・調査及び修繕・

改築を行い、持続的な下水道機能の確保や維持管理を含めたトータル費用の低減を

図る。 

市街地の雨水の排除については、近年の集中豪雨などを踏まえ、放流河川の整備

と十分に整合を図り、排水施設の整備を進める。 
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2) 河 川 

河川については、洪水による浸水被害から地域の安全を確保するため、河川改修

など適切な治水対策を進める。 

また、河川流域において親水性などをいかした憩いや交流の場の整備を進めると

ともに、水質の浄化や水辺環境の保全など、環境にも配慮した総合的な河川整備を

進める。 

 

イ 下水道の整備水準の目標 

本区域における下水道の整備水準は、汚水処理施設の早期概成を目指すため、合

併処理浄化槽の整備と連携・役割分担したうえで、下水道普及率の目標を次のとお

り定め、この実現に向けて下水道の整備を推進する。 

目標を定める指標 
平成 27年度 

（基準年） 

令和 22年度 

（汚水処理整備完了時） 

下水道普及率（％） 82.8％ 94.4％ 

※下水道普及率はつくば市全域を対象 

※下水道普及率＝（下水道処理人口）／（行政人口） 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

1) 下水道 

本区域の汚水処理については、下水道への確実な接続を促進しつつ、計画的な整

備を着実に進めることにより、未普及地域の解消を図る。 

さらに、市街地の雨水排除については、河川や農業関連の計画と調整を図り、ポ

ンプ場や雨水管渠、調整池等の整備を進める。 

 

2) 河 川 

本区域の河川は利根川水系に属しており、北から北東にかけて桜川、西端に小貝

川が流れている。 

その他の主要な河川として、花室川、谷田川、西谷田川、蓮沼川、稲荷川、小野

川、水堀川等があり、市街地の雨水はこれらの河川に排水されている。 

これらの河川については、洪水による浸水被害から地域の安全を確保するため、

河川改修など適切な治水対策を進める。 
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ｃ 主要な施設の整備目標 

現在、整備中又はおおむね 10年以内に整備に着手することを予定する主要な施設

（都市計画施設）は、次のとおりとする。 

種 別 施 設 名 等 

流域関連公共下水道 つくば市公共下水道 

茎崎町公共下水道 

研究学園都市公共下水道 

つくば市北部公共下水道 

※流域関連公共下水道：下水を排除し、処理するもので、流域下水道に接続するもの 

 

③ その他の都市施設 

ａ 基本方針 

人々の健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を確保するため、火葬場やご

み焼却場などの都市施設については、社会情勢の変化などを勘案し適切な配置と整

備に努める。 

また、既存施設を有効に活用するため、設備の更新や計画的な点検、補修による

長寿命化を図る。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

1) 研究施設及び教育文化施設 

研究学園都市にふさわしい各種研究施設、研究支援施設、教育施設など、教育文

化施設として 12の施設を配置する。 

 

2) 火葬場 

火葬場については、1か所（つくばメモリアルホール）を配置する。 

 

3) ごみ焼却場 

ごみ焼却場については、1か所（つくばサステナスクエア）を配置する。 

 

4) 汚物処理場 

汚物処理場については、2 か所（つくばサステナスクエア、つくばサステナスク

エア南分所）を配置する。 
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３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要な市街地開発事業の決定の方針 

本区域における市街地開発事業は、これまでに研究学園都市の建設における土地

区画整理事業や新住宅市街地開発事業、筑波北部工業団地等における工業団地造成

事業などが積極的に行われてきた。また、現在は、つくばエクスプレスの沿線にお

いて、鉄道整備と一体的に行う土地区画整理事業を行うことによって、職住が近接

した新たな都市づくりが進められてきたところである。 

今後は、現在整備中の事業を円滑に進めるとともに、既成市街地において都市機

能の更新や居住環境の改善、防災性の向上を図るための事業を重点的に行う。 

道路や公園など都市施設の整備が遅れている地区や、農地や工場跡地などの低・

未利用地が残されている地区においては、土地区画整理事業等を行うことによって

良好な市街地の形成を図る。 

 

② 市街地整備の目標 

現在、整備中又はおおむね 10年以内に整備に着手することを予定する主要な市街

地開発事業は、次のとおりとする。 

市街地開発事業 地区名等 

土地区画整理事業 上河原崎・中西特定土地区画整理事業 

島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業 
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４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア 自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性 

本区域は、北側に本県を代表する筑波山を擁し、山麓から南側にかけて本区域の

ほぼ全域が台地となっており、主な河川として小貝川や桜川、谷田川、西谷田川、

小野川、花室川などが流れている。 

主な緑地は、水郷筑波国定公園に指定されている筑波山一帯の樹林や山麓から広

がる台地上にまとまった平地林、小貝川や桜川など河川沿岸の緑地等である。 

また、洞峰公園や赤塚公園などが整備され、住民の憩いの場として利用されてい

る。 

これらの自然的環境は、都市において、環境への負荷の軽減や人々のレクリエー

ション及び住民等の日常的な自然との触れ合いの場の確保、また、災害に対する防

災性の向上や良好な自然景観の構成といった観点から、重要な役割を果たしている。 

このため、本区域の都市づくりにおいては、自然公園法など他の法令との連携を

図りながら、区域区分制度等による計画的な土地利用を進めることにより緑地の保

全や地域に存在する希少種の保護など、生物多様性の保全への配慮に努めるととも

に、公園等を適正に配置し整備することによって、豊かな水と緑に包まれた潤いの

ある都市の形成を図ることとする。 

 

イ 緑地の確保目標水準 

本県における都市公園の確保目標水準は、住民 1人当たりについて望ましいとさ

れる都市公園の敷地面積 10ｍ2／人以上を目標とし、地域の実情を踏まえつつ、こ

の実現に向けて都市公園の整備又は保全を図る。 

目標を定める指標 
平成 27年度 

（基準年） 
令和 17年度 

1人当たり都市公園面積 

（ｍ2／人） 

全区域：  9.4ｍ2／人 

（本区域：  9.5ｍ2／人） 
全区域：10ｍ2／人以上 

※1人当たり都市公園面積：（都市公園整備面積）／（都市計画区域人口） 

※都市公園：都市公園法第 2条の規定に基づく公園又は緑地 

※全 区 域：ここでは、本県におけるすべての都市計画区域  

 



研究学園 21 

ｂ 主要な緑地の配置の方針 

ア 環境保全系統 

筑波山及びその山麓から南側の台地に広がったまとまりのある樹林や、台地と低

地の間に連なる斜面林、小貝川や桜川沿岸などの水辺の緑地については、本区域に

おける自然環境の骨格を形成しており、野生動植物の生息・生育地として、また、

ＣＯ2 の吸収や大気の浄化等の環境への負荷の軽減などといった観点から重要なも

のであることから、連続性や一体性に配慮しながら、積極的な保全を図る。 

また、金田官衙遺跡や下横場の大グミなどの貴重な歴史的資源や文化財と一体と

なった緑地を積極的に保全する。 

 

イ レクリエーション系統 

住民の日常のレクリエーション需要に対応するため、街区公園などの住区基幹公

園や農村公園などの整備を促進するとともに、人々の生活に密着した社寺境内地の

保全を図る。 

また、週末のレクリエーション需要に対応するため、スポーツ・レクリエーショ

ン機能を持った運動公園など都市基幹公園の整備を進めるとともに、茎崎運動公園、

さくら運動公園、中央公園などの利用を促進する。 

さらに、小貝川や桜川などの優れた水辺の景観や落ち着きのある城跡など、それ

ぞれの特徴をいかした特殊公園の整備を図る。 

また、安全で快適なスポーツ・レクリエーション活動を楽しめるつくば霞ヶ浦り

んりんロード（県道桜川土浦潮来自転車道線）の利用促進を図る。 

 

ウ 防災系統 

地震や火災などによる都市災害に対応するため、災害時に住民の避難地となる公

園・緑地を確保して一次避難地や広域避難地の拡充を図るとともに、延焼遅延効果

がある緑地や農地の保全を図る。 

斜面崩壊などの自然災害に対応するため、台地と低地の間に連なる斜面林などの

保全を図る。 

 

エ 景観構成系統 

本県を代表する筑波山を中心とした自然景観や、市街地の周辺に残された緑地な

どの自然的な景観を維持するため、筑波山一帯の緑地や台地と低地の間に連なる斜

面林、小貝川や桜川など水辺やその周辺の緑地の保全を図る。 

また、潤いのある都市景観を創出するため、幹線街路等の緑化に努める。 

さらに、本区域内に点在する集落地の屋敷林や社寺林など昔ながらの安らぎをも

たらす景観の保全に努める。 
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ｃ 実現のため具体の都市計画制度の方針 

ア 公園緑地等の整備目標及び配置方針 

1) 運動公園 

運動公園については、2か所（さくら運動公園、茎崎運動公園）を配置する。 

 

2) 総合公園 

総合公園については、1か所（洞峰公園）を配置する。 

 

3) その他の公園緑地等 

その他の公園緑地として、街区公園などの住区基幹公園、風致公園などの特殊公

園、都市緑地などを適切に配置し、その整備を図る。 

 

イ 緑地保全地域等の指定目標及び指定方針 

1) 風致地区 

台地上の平地林や台地と低地の間に連なる斜面林、小貝川や桜川などの水辺の緑

地を保全するため、風致地区制度の活用を検討する。 

 

2) 緑地保全地域・特別緑地保全地区 

市街地やその周辺に残された身近な樹林のうち、地域住民の健全な生活環境を確

保するため適正に保全する必要があるものについては、緑地保全地域等の活用を検

討し、特に良好な景観形成にとって重要なものや社寺等と一体となって歴史的・文

化的価値を有するものについては、特別緑地保全地区制度の活用を検討する。 

 

ｄ 主要な緑地の確保目標 

現在、整備中又はおおむね 10年以内に整備に着手することを予定する主要な公園

緑地等（都市計画施設）は、次のとおりとする。 

種 別 施設名・地区名等 

公園緑地等  

都市計画公園 さくら運動公園 

茎崎運動公園 

大池公園 
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事務局（担当課） 都市計画部都市計画課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

大村 謙二郎、飯野 和男、中島 俊光、福与 徳文、 

雨宮 護、遠山 明、大澤 貴子、久保谷 孝夫、 

長塚 俊宏、沼尻 正則、飯塚 厚子 

その他 ― 

事務局 

 

都市計画部（部長 中根 祐一、次長兼都市計画課長 大里 

和也） 

都市計画課（課長補佐 中島 隆志、係長 中島 雅美、主

任 酒井 美帆、主事 横田 直己） 

公有地利活用推進課（課長 鳴海 秀秋、課長補佐 中山 

正人） 

学園地区市街地振興課（課長 渋谷 亘、課長補佐 藤原 

稔久、主任 阿部 奏美） 

公開・非公開の別 □公開 ■非公開 □一部公開 傍聴者数 ― 

非公開の場合はそ

の理由 

つくば市情報公開条例第５条第４号に規定される審議・検討

等情報のため 

議題 次年度諮問案件に関する事前報告 

会議録署名人 中島 俊光、遠山 明 確定年月日 令和４年３月 15 日 

 

会

議

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 報告事項 



 

次

第 

 

次年度諮問案件について 

４ その他 

５ 閉会 

 

・次年度諮問案件について質疑や意見があった。 
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